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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品が内部に収容される箱本体の底面に排水口が形成され、該排水口の開口縁に沿
って内部に防水壁が設けられてなる電気接続箱において、
　前記防水壁は、
　前記排水口を内部から球面で覆うように前記開口縁に沿ってドーム状に立設されてなる
球面覆い壁部と、
　前記箱本体内の水が前記底面をつたわって前記排水口から排水可能に前記球面覆い壁部
の一部に形成された開口からなり、開口上端縁が前記排水口側に向けられた前記球面の頂
点より下方に形成されてなる排水用壁開口部と、
　を有してなり、
　前記球面覆い壁部は、
　前記排水口側に向けられた前記球面が前記開口上端縁までその球面形状を連続して形成
されてなる
　ことを特徴とする電気接続箱。
【請求項２】
　前記箱本体は、
　前記排水口の開口縁に沿って外面から筒状に突出され、排水の流路となる突出排水部を
有してなる
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気接続箱。
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【請求項３】
　前記排水口は、
　開口形状が直線と曲線とによって形成されてなるかまぼこ形状をなし、
　前記突出排水部は、
　前記排水口の形状に対応するように筒外面が平面と曲面とによって形成されてなるかま
ぼこ形状をなす
　ことを特徴とする請求項２に記載の電気接続箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気部品が内部に収容される箱本体の底面に排水口が形成されてなる電気接
続箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば自動車に搭載されている電子機器に電力を供給するため、コネクタ、リレ
ー、ヒューズ等の電気部品が集約して構成されてなる電気接続箱がエンジンルームに設置
される。このような電気接続箱は、電気部品が内部に収容される箱本体の内部に水が侵入
することを防ぐため、箱本体の底面に排水口が形成されたものが提案されている（例えば
、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載された電気接続箱は、ロアカバーの排水口の周縁に一部周縁を残しカ
バー内部側へ上向きに突出する縦防水壁と、縦防水壁の先端に連結すると共に排水口と対
向する横防水壁と、横防水壁の先端から排水口に向けて下向きに突出する下向き防水壁と
を設けることによって、高圧洗浄水が排水口内に侵入されないようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３２２１２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の電気接続箱では、開口縁に沿って排水口内に設けられた防
水壁から跳ね返った水が、結果的に電気接続箱内に侵入してしまうおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、排水口の開口縁に沿って排水口内に設
けられた防水壁に跳ね返って、排水口内に侵入される水を低減することができる電気接続
箱を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の請求項１に係る電気接続箱は
、電気部品が内部に収容される箱本体の底面に排水口が形成され、該排水口の開口縁に沿
って内部に防水壁が設けられてなる電気接続箱において、前記防水壁は、前記排水口を内
部から球面で覆うように前記開口縁に沿ってドーム状に立設されてなる球面覆い壁部と、
前記箱本体内の水が前記底面をつたわって前記排水口から排水可能に前記球面覆い壁部の
一部に形成された開口からなり、開口上端縁が前記排水口側に向けられた前記球面の頂点
より下方に形成されてなる排水用壁開口部と、を有してなり、前記球面覆い壁部は、前記
排水口側に向けられた前記球面が前記開口上端縁までその球面形状を連続して形成されて
なることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の請求項２に係る電気接続箱は、上記の発明において、前記箱本体は、前
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記排水口の開口縁に沿って外面から筒状に突出され、排水の流路となる突出排水部を有し
てなることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項３に係る電気接続箱は、上記の発明において、前記排水口が、開
口形状が直線と曲線とによって形成されてなるかまぼこ形状をなし、前記突出排水部が、
前記排水口の形状に対応するように筒外面が平面と曲面とによって形成されてなるかまぼ
こ形状をなすことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の請求項１に係る電気接続箱は、前記球面覆い壁部が、前記排水口を内部から球
面で覆うことによって、前記排水口を内部から覆う面が面全体として前記排水口の方向に
向けられので、高圧の水が外部から前記排水口内に侵入しようとした場合、その水が前記
球面によって前記排水口に向けて跳ね返される。このため、排水口の開口縁に沿って排水
口内に設けられた防水壁に跳ね返って、排水口内に侵入される水を低減することができる
。
　また、本発明の請求項１に係る電気接続箱は、前記球面覆い壁部の下方に向けて迫出し
た部分が前記排水用壁開口部の前記開口上端縁を形成するので、前記排水用壁開口部から
前記箱本体内に侵入しようとする水に対しても、前記球面覆い壁部の下方に向けて迫出し
た部分に水がぶつかることによって、水が前記箱本体内に侵入することを防止することが
できる。
　また、本発明の請求項１に係る電気接続箱は、前記球面覆い壁部の前記箱本体内部側の
面も球面であるため、前記箱本体内の水が前記球面覆い壁部に滑らかに接触され、前記球
面覆い壁部の近傍で水が滞留されにくいので、前記排水口から前記箱本体内の水を容易に
排水することができる。
【００１３】
　本発明の請求項２に係る電気接続箱は、前記排水口の開口縁の周りが前記突出排水部に
よって囲われるため、前記排水口内への水の侵入を低減することができる。
【００１５】
　本発明の請求項３に係る電気接続箱は、前記突出排水部の曲面に水がぶつかった場合、
その水が前記曲面に滞留され難いため、前記曲面にぶつかった水が前記排水口内に侵入す
ることを防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施例に係る電気接続箱の分解斜視図を上図（ａ）に示し、上
図のＡ－Ａ線断面図を下図（ｂ）に示した図である。
【図２】図２は、図１に示した電気接続箱の斜視図である。
【図３】図３は、図２に示したサイドカバー周辺を下方から視た図である。
【図４】図４は、ロアカバーを斜め下方から視た図である。
【図５】図５は、ロアカバーを上部開口側から視た図である。
【図６】図６は、突出排出部周辺を斜め下方から視た斜視図である、
【図７】図７は、排水口をロアカバーの内部斜め上方から視た排水口周辺の要部断面図で
ある。
【図８】図８は、図１に示した球面覆い壁部の球面によって排水口に水が跳ね返されるこ
とを説明するための図である。
【図９】図９は、本発明の実施例に係る電気接続箱の変形例１の電気接続箱の排水口をロ
アカバーの内部斜め上方から視た排水口周辺の要部断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例に係る電気接続箱の変形例２の電気接続箱の排水口
をロアカバーの斜め下方から視た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下、図面を参照して、本発明に係る電気接続箱の実施の形態について詳細に説明する
。
【実施例】
【００１９】
　図１は、本発明の実施例に係る電気接続箱１の分解斜視図を上図（ａ）に示し、上図の
Ａ－Ａ線断面図を下図（ｂ）に示した図である。図２は、図１に示した電気接続箱１の斜
視図である。
　なお、図２は、アッパーカバー３０を透視してその内部が見えるように図示している。
　図３は、図２に示したサイドカバー４０周辺を下方から視た図である。図４は、ロアカ
バー５０を斜め下方から視た図である。図５は、ロアカバー５０を上部開口側から視た図
である。図６は、突出排出部９０周辺を斜め下方から視た斜視図である、図７は、排水口
５３をロアカバー５０の内部斜め上方から視た排水口５３周辺の要部断面図である。図８
は、図１に示した球面覆い壁部７０の球面７０ａによって排水口５３に水が跳ね返される
ことを説明するための図である。
　なお、図８中矢印Ｄは球面覆い壁部７０の球面によって跳ね返される水の方向を示すも
のである。
　本発明の実施例に係る電気接続箱１は、コネクタ、リレー、ヒューズ等の電気部品１１
ａが内部に収容される箱本体２０と、箱本体２０の上部を覆うカバーであるアッパーカバ
ー３０と、電気接続部材１２の接続部１２ａが収容される箱側溝１０ｂを塞ぐように箱本
体２０に取り付けされるサイドカバー４０と、を有してなる。
【００２０】
　まず、箱本体２０について説明する。
　箱本体２０は、絶縁性の合成樹脂からなり、フレーム部１０と、ロアカバー５０と、を
有してなる。
　ロアカバー５０は、フレーム部の下部を覆うカバーであり、箱本体２０の底面５１ａを
形成する部分である。
　フレーム部１０は、筒状の外壁によって外郭が形成されてなり、電気部品１１ａが装着
されたブロック状のカセットブロック１１が内部に区画されて収容されるように仕切り壁
１０ａが設けられている。
【００２１】
　また、フレーム部１０は、上端から下端まで直線状に延びるように箱外面に形成されて
なる箱側溝部１０ｂを有し、箱側溝部１０ｂ内に電気接続部材１２の接続部１２ａが収容
されるようになっている。
【００２２】
　電気接続部材１２は、図１に示すように、端子付きの電線であり、接続部１２ａとして
の端子が箱側溝部１０ｂ内に収容され、一端が電気接続箱１内にカセットブロック１１と
ともに取り付けられた電気部品１１ａに接続され、他端がロアカバー５０の溝部５４から
導出され、不図示の外部電源に接続されるようになっている。
　なお、電気接続部材１２として、端子付き電線を例示したが、これに限らず、電気接続
箱１内の電気部品１１ａを外部電源に電気的に接続させるものであれば、その他のもので
あっても構わない。
　このような箱側溝部１０ｂには、サイドカバー４０が箱側溝部１０ｂの上端から下端に
向けてスライド移動されて取り付けられるようになっている。
【００２３】
　次に、アッパーカバー３０について説明する。
　アッパーカバー３０は、下面が開口された箱形形状をなし、図２に示すように、下端縁
部がフレーム部１０の上端縁部にかぶさるようにして箱本体２０に組み付けられるように
なっている。
【００２４】
　次に、サイドカバー４０について説明する。
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　サイドカバー４０は、図１－図３に示すように、本体部となる板状の板状基部４１に電
気接続部材１２を固定するための電気接続部材固定部４２（図３参照）を有してなる。
【００２５】
　電気接続固定部４２は、板状基部４１の箱本体２０への取り付け側の面４１ａに設けら
れている。このため、サイドカバー４０がフレーム部１０の溝開口を覆うように取り付け
られた場合、箱側溝部１０ｂ内に電気接続部材１２の接続部１２ａが収容される。
【００２６】
　ここで、ロアカバー５０についてより詳細に説明する。
　ロアカバー５０は、上面が開口され、底壁５１の縁に沿って立設された周側壁５２を有
してなる箱形形状をなし、上端縁部がフレーム部１０の下端縁部にかぶさるようにしてフ
レーム部１０に組み付けられるようになっている。
【００２７】
　このロアカバー５０は、図４－図６に示すように、底面５１ａに排水口５３が形成され
てなる。底面５１は、排水口５３が底面５１ａ内の低い位置に配置されるように、すなわ
ち排水口５３に水が集まるように傾斜面によって形成されている。
　排水口５３は、開口形状が直線と曲線とによって形成されてなるかまぼこ形状をなして
いる。
【００２８】
　また、ロアカバー５０は、図５、図７および図８に示すように、排水口５３の開口縁５
３ａに沿って内部に設けられてなる防水壁６０と、図６－図８に示すように、排水口５３
から外部へ水を排出するための排水の流路となる突出排水部９０と、を有してなる。
【００２９】
　防水壁６０は、排水口５３を内部から球面７０ａで覆うように開口縁５３ａに沿って立
設されてなる球面覆い壁部７０と、球面覆い壁部７０の一部に形成された開口からなる排
水用壁開口部８０と、を有してなる。
【００３０】
　球面覆い壁部７０は、球面７０ａを有してなるドーム状の壁によって形成されてなる。
すなわち、球面７０ａの裏面がロアカバー５０の内部で凸となる球面７０ｂが形成される
ようになっている。
　この球面覆い壁部７０は、球面７０ａが面全体として排水口５３の方向に向けられるよ
うになっている。
　また、球面覆い壁部７０は、球面７０ｂによって、箱本体２０内の水が球面覆い壁部７
０に滑らかに接触されるようになっている。
【００３１】
　排水用壁開口部８０は、箱本体２０内の水が底面５１ａをつたわって排水口５３から排
水可能となるように球面覆い壁部７０に形成された開口である。
　この排水用壁開口部８０は、開口上端縁８０ａが球面７０ａの頂点より下方に形成され
てなる。このため、球面覆い壁部７０が、下方に向けて迫出した部分７１が排水用壁開口
部８０の開口上端縁８０ａを形成するようになっている。
【００３２】
　突出排水部９０は、開口縁５３ａに沿って外面５０ａから筒状に突出されてなる。この
突出排水部９０は、排水口５３の形状に対応するように筒外面９１が平面９１ａと曲面９
１ｂとによって形成されてなるかまぼこ形状に形成されている。このため、突出排水部９
０の曲面９１ｂに水がぶつかった場合、その水が曲面９１ｂに滞留され難いようになって
いる。
【００３３】
　このような排水口５３内に勢いよく水が侵入した場合、図８に示すように、球面覆い壁
部７０の球面７０ａにぶつかる。この球面７０ａにぶつかった水は排水口５３に向けて跳
ね返される。これは、球面７０ａが面全体として排水口５３の方向に向けられるようにな
っていることによるものである。
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　しかも、排水用壁開口部８０からロアカバー５０内に侵入しようとする水に対しても、
下方に向けて迫出した部分７１に水がぶつかることによって、水が排水用壁開口部８０か
らロアカバー５０内に侵入し難いようになっている。
【００３４】
　本発明の実施例に係る電気接続箱１は、球面覆い壁部７０が、排水口５３を内部から球
面７０ａで覆うことによって、排水口５３を内部から覆う面が面全体として排水口５３の
方向に向けられので、高圧の水が外部から排水口５３内に侵入しようとした場合、その高
圧の水が球面７０ａによって排水口５３に向けて跳ね返される。このため、排水口５３の
開口縁５３ａに沿って排水口５３内に設けられた防水壁６０に跳ね返って、排水口５３内
に侵入される水を低減することができる。
【００３５】
　また、本発明の実施例に係る電気接続箱１は、排水口５３の開口縁５３ａの周りが突出
排水部９０によって囲われるため、排水口５３内への水の侵入を低減することができる。
【００３６】
　また、本発明の実施例に係る電気接続箱１は、球面覆い壁部７０の下方に向けて迫出し
た部分７１が排水用壁開口部８０の開口上端縁８０ａを形成するので、排水用壁開口部８
０から箱本体２０内に侵入しようとする水に対しても、球面覆い壁部７０の下方に向けて
迫出した部分７１に水がぶつかることによって、水が箱本体２０内に侵入することを防止
することができる。
【００３７】
　また、本発明の実施例に係る電気接続箱１は、突出排水部９０の曲面９１ｂに水がぶつ
かった場合、その水が曲面９１ｂに滞留され難いため、曲面９１ｂにぶつかった水が排水
口５３内に侵入することを防ぐことができる。
【００３８】
　また、本発明の実施例に係る電気接続箱１は、球面覆い壁部７０の箱本体２０内部側の
面も球面７０ｂであるため、箱本体２０内の水が球面覆い壁部７０に滑らかに接触され、
球面覆い壁部７０の近傍で水が滞留されにくいので、排水口５３から箱本体２０内の水を
容易に排水することができる。
【００３９】
（変形例１）
　次に、図９を用いて本発明の実施例に係る電気接続箱１の変形例１について説明する。
図９は、本発明の実施例に係る電気接続箱１の変形例１の電気接続箱２の排水口５３をロ
アカバー１００の内部斜め上方から視た排水口５３周辺の要部断面図である。
　この変形例１の電気接続箱２は、ロアカバー１００が防水壁６０に代わって防水壁１１
０を有してなり、球面覆い壁部１２０が、ドーム状の壁でない点で実施例の電気接続箱１
と異なる。
　なお、その他の構成は実施例と同様であり、実施例と同一構成部分には同一符号を付し
ている。
【００４０】
　球面覆い壁部１２０は、排水口５３を内部から球面７０ａで覆うように開口縁５３ａに
沿って立設されてなる。この球面覆い壁部１１０は、球面７０ａの裏面が平面であり、ロ
アカバー５０の内部でほぼ直方体状に凸となるように形成された壁である。
【００４１】
　この変形例１の電気接続箱２は、実施例の電気接続箱１と同様に、球面覆い壁部１２０
が、排水口５３を内部から球面７０ａで覆うことによって、排水口５３を内部から覆う面
が面全体として排水口５３の方向に向けられので、高圧の水が外部から排水口５３内に侵
入しようとした場合、その高圧の水が球面７０ａによって排水口５３に向けて跳ね返され
る。このため、排水口５３の開口縁５３ａに沿って排水口５３内に設けられた防水壁に跳
ね返って、排水口５３内に侵入される水を低減することができる。
【００４２】
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（変形例２）
　次に、図１０を用いて本発明の実施例に係る電気接続箱１の変形例２について説明する
。図１０は、本発明の実施例に係る電気接続箱１の変形例２の電気接続箱３の排水口５３
をロアカバー２００の斜め下方から視た図である。
　この変形例２の電気接続箱３は、ロアカバー２００が突出排出部９０を有しない点で実
施例の電気接続箱１と異なる。
　なお、その他の構成は実施例と同様であり、実施例と同一構成部分には同一符号を付し
ている。
【００４３】
　この変形例２の電気接続箱３は、実施例の電気接続箱１と同様に、排水口５３の開口縁
５３ａに沿って排水口５３内に設けられた防水壁６０に跳ね返って、排水口５３内に侵入
される水を低減することができる。
【００４４】
　なお、本発明の実施例に係る電気接続箱１，２，３は、箱本体２０が、フレーム部１０
と、ロアカバー５０とを有してなるものを例示したが、これに限らず、フレーム部１０と
ロアカバー５０とが一体的に構成されているものであっても構わない。
【００４５】
　以上、本発明者によってなされた発明を、上述した発明の実施例に基づき具体的に説明
したが、本発明は、上述した発明の実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し
ない範囲において種々変更可能である。
【符号の説明】
【００４６】
　　　１、２、３　電気接続箱
　　　１０　　　フレーム部
　　　１０ａ　　仕切り壁
　　　１０ｂ　　箱側溝部
　　　１１　　　カセットブロック
　　　１１ａ　　電気部品
　　　１２　　　電気接続部材
　　　１２ａ　　接続部
　　　２０　　　箱本体
　　　３０　　　アッパーカバー
　　　４０　　　サイドカバー
　　　４１　　　板状基部
　　　４１ａ　　取り付け側の面
　　　４２　　　電気接続部材固定部
　　　５０、１００、２００　ロアカバー
　　　５０ａ　　外面
　　　５１　　　底壁
　　　５１ａ　　底面
　　　５２　　　周側壁
　　　５３　　　排水口
　　　５３ａ　　開口縁
　　　５４　　　溝部
　　　６０、１１０　防水壁
　　　７０、１２０　球面覆い壁部
　　　７０ａ、７０ｂ　球面
　　　７１　　　迫出した部分
　　　８０　　　排水用壁開口部
　　　８０ａ　　開口上端縁
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　　　９０　　　突出排水部
　　　９１　　　筒外面
　　　９１ａ　　平面
　　　９１ｂ　　曲面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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